
相談⽀援事業所
指定特定

 けやき 
 

相談⽀援とは？ 
・障がいをお持ちの⽅の⽇常⽣活全般に関するお困り事、わからない事のご相談に電話 

や訪問で応じます。  

・福祉サービスの利⽤等について⼀緒に考え、必要に応じて⼿続き等の⽀援や関係機関 

との連携を⾏います。 

・福祉サービスの利⽤にあたってサービス利⽤計画を作成し、担当者会議の開催や定期 

訪問、実状に応じて利⽤計画の⾒直しを⾏います。 
 

利⽤について 
富⼭市及び、近隣にお住いの障がい（知的） 

をお持ちの⽅とそのご家族や⽀援者 
 

電話相談、来所相談、訪問相談など。 

まずはお気軽にお電話ください。 
 

⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 午前 8 時３０分〜午後 5 時１５分 

（⼟、⽇、祝⽇はお休みします。） 

  

お問い合わせ・アクセスマップ 
    

相談⽀援事業所
指定特定

 けやき 
〒930-0075  

富⼭県富⼭市相⽣町 4-2 

    TEL・FAX 076（481）6016 

    E-mail：soudan@keyakien.or.jp 

   ≪ＪＲ富⼭駅より≫ 

    「⼋尾」「⽜岳温泉健康センター」 

   ⽅⾯⾏きのバスに乗り、「相⽣町」 

バス停下⾞、徒歩２分。 

利⽤対象者 

利⽤⽅法 

利⽤時間 


